
朝倉市では平成24年11月26日より電子申告、 
電子申請・届出サービスを開始しました。 

※朝倉市では、電子納税

には対応していません。 

 8：30～24：00 
（土日祝、年末年始を除く） 



朝倉市 

２ 

 
。ください覧ホームページをご朝倉市については利用可能様式 
 へホームページ地方税電子化協議会については利用方法  

 

  

 ☆eLTAXをご利用いただくには利用届出が必要です☆ 

  利用届出(新規）の受付手続きが完了するまでには数日程度の時間がかかります。 

   そのため、十分な余裕をもって利用届出を行っていただくようお勧めいたします。 

0570-081459 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。) 

045-759-3931(IP電話やPHSなどの場合通常通話料金となります。) 

http://www.eltax.jp/ 
電話（ヘルプデスク）による 

お問い合わせは 

受付時間 [8：30～24：00] 

 (土日祝、年末年始を除く)  

ご利用届出、詳しい情報は 

ホームページをご覧ください  


